
選管使用欄 
 

 県          長  現   資有 
 ・         ・  ・   ・   非後援  □入力 
 総         議  候   資無 

  団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 
 

届 出 事 項 の 異 動 届 
（届出年月日）令和 ○年  ４ 月  ３ 日 

 総  務  大  臣 
殿 

  福岡県選挙管理委員会      政治団体の名称  九州甲野会                

                            事務所の所在地  大牟田市△△町４番地          

                            代表者の氏名  大牟田 四郎 【署名又は記名押印】   
                                    ※異動後の内容で記入し届け出ること 
 届出事項に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

異動事項 異    動    内    容 異動年月日 

団体名称 

（＊） 

新 

（ふりがな                                   ） 令和 
 

 
年 

旧  月  日 

主 た る 

事務所の 

所 在 地 

（＊） 

新 

  〒   ８１８ － ０１３７ 令和 

福岡県  大牟田市△△町４番地 
○年 

 電  話    ０９４４  －  ２３ － ４５６８ 

旧  福岡県こ福岡市博多区○○７丁目７番７号 ３月２９日 

  氏    名 住         所 新の生年月日 異動年月日 

代 表 者

（＊） 

新 

( おおむた しろう )  〒 ８１８－０１１５ □大 昭 □平 令和 

大牟田 四郎 ﾀ大牟田市□□町５番地 ３１年 ○年 

 電話 ０９４４ － ９９  － ９９９９ 

旧 ﾀ福岡 一夫  福岡市中央区○○１丁目１番１号 ２月 ３日 ３月２９日 

会  計 

責 任 者 

新 

(             )  〒 □大 □昭 □平 令和 

          年 年 

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日 

会 計 責

任 者 の

職 務 代

行  者 

新 

(             )  〒 □大 □昭 □平 令和 

         年 年 

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日 

そ の 他 
規約（規約の異動は新しい規約を添付すること。なお名称の変更は規約の添付が必要。） 
□課税上の優遇措置（□無から有へ □有から無へ） 
□その他（                                                          ） 

令和３年 
 

３月２９日 

国会議員

関係政治

団 体 の

区  分 

新 

□法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体(１号) 

  ・代表者である公職の候補者に係る公職の種類（新）[                    ] 

□法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体(２号) 
         （ふ り が な） 

 ・公職の候補者の氏名（新）[                               ]  

・公職の候補者に係る公職の種類（新）[                          ] 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

平成 

 
年 

 

月  日 
旧 

□法第 19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体(１号) 

・代表者である公職の候補者に係る公職の種類（旧）[                    ] 

□法第 19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体(２号) 

 ・公職の候補者の氏名（旧）[                               ]  

・公職の候補者に係る公職の種類（旧）[                          ] 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

※ 異動のあった事項の新・旧のみ記入し、異動のない事項の欄については記入しないこと。 
※ 資金管理団体で（＊）欄に異動がある場合は、必ず資金管理団体に関する異動等の届出も提出すること。 

団体名称や、事務所所在地の異

動では、規約の変更が伴うので

注意のこと。 

異動のあった事項の「新」「旧」

のみ記入すること。 

異動がない事項は記載不要。 

資金管理団体の指定を受けている団体で、団体名称、

事務所所在地、代表者が異動する場合は、資金管理団

体の異動届（取消届）も併せて提出すること。 

後援している公職の候補者の公職

の種類が変更になった場合、課税

上の優遇措置が「無」になる場合

があるので注意すること。 

（例） 

・県議から市長・市議になる場合 

・国会議員関係政治団体（２号）

でなくなる場合 


